１－６．一般高圧ガス保安規則第18条2号及び第23条の基準に対応する書類作成要領

　　対象：第一種貯蔵所、第二種貯蔵所（容器により貯蔵している貯蔵所）
その他の消費者（第18条のみ）

　　配管に接続されている場合（１）+（２）
配管に接続されていない場合（１）+（３）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△特定不活性ガスのみ対象
（１）容器による貯蔵共通　　　　　　　　　　　　（貯蔵所・容器接続-1）（貯蔵所・容器非接続-1）（その他の消費-4）　
	
項号
	項　　　目
	書　類　作　成　要　領　等
	対応状況
	該当ガス種別

	
	
	
	
	毒
	可
	酸
	不

	18条
2号
	容器による貯蔵
イ．通風
	・可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所ですること。
	

	○
	○
	
	

	
	ロ．準用
	第六条第二項第八号の基準に適合すること。
	
	○
	○
	○
	○

	
	準用6条2項8号
容器置場での貯蔵
	イ．充填容器等は、充填容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
	
	○
	○
	○
	○

	
	
	ロ．可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の充填容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。
（第一種及び第二種貯蔵所以外の貯蔵所は特定不活性ガスを除く。）
	
	○
	○
	○
	△

	
	
	ハ．容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
	
	○
	○
	○
	○

	
	・例示基準53
	ニ．容器置場（不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）及び空気のものを除く。）の周囲2ｍ以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、厚さ9cmの鉄筋コンクリート障壁等を設ける場合を除く。
（第一種及び第二種貯蔵所以外の貯蔵所は特定不活性ガスを除く。）
	
	○
	○
	○
	△

	
	
	ホ．充填容器等は、常に温度40度以下に保つこと。超低温容器又は低温容器にあっては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの以下に保つこと。
	
	○
	○
	○
	○

	
	
	ヘ．圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度65度以下に保つこと。
	
	
	○
	
	

	
	・例示基準54
	ト．充填容器等（内容積が5ℓ以下のものを除く。）には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
・フルオロカーボン等10kg容器は原則2段積以下
・3段積みの場合はロープをかける等必要。
	
	○
	○
	○
	○

○

	
	
	チ．可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。
	
	
	○
	
	

	
	ハ．シアン化水素
	・シアン化水素を貯蔵するときは、1日に1回以上漏えいのないことを確認すること。
	
	○
	
	
	

	
	ニ．シアン化水素
	・シアン化水素の貯蔵は、容器に充填した後60日を超えないものをすること。ただし、純度98％以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
	
	〇
	
	
	

	
	ホ．車両等による保管 
	・貯蔵は、船、車両、鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしないこと。
ただし、貯蔵所の許可を受けて貯蔵するときはこの限りでない。
	
	○
	○
	○
	○

	
	ヘ．複合容器等での保管
	・製造から15年を超えた複合容器等による貯蔵の禁止。
	
	○
	○
	○
	○



　
（２）容器が配管により接続されている場合　　（１）共通も適応すること。　　　　　（貯蔵所・容器接続-2）
	
項号
	項　　　目
	書　類　作　成　要　領　等
	対応状況
	該当ガス種別

	
	
	
	
	毒
	可
	酸
	不

	23条
1項
1号
	準用等
	・容器が配管により接続されたものにあっては、その外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有し、かつ、第六条第一項第四十二号イ、ロ及びホからヌまでの基準に適合すること。
圧縮水素スタンド（移動式等）は除く。
	
	
	
	
	

	
	
保安距離
	・貯蔵設備及び処理設備から第一種保安物件、第二種保安物件までの距離を法定距離、実測距離に区分し計画書に記載、図面に明示する。
・原則として敷地内で確保する。
ただし、道路・海等保安物件が設置されることがない場合はこの限りではない。
・敷地内で確保できない場合は、保安物件が接近した場合の対策を講じ、その旨を図面に記載しておく。
・貯蔵能力又は処理能力（Ｘ）とガスの種類に応じ次の表により算出する。


	
	第一種設備距離
	第二種設備距離

	可燃性ガス
毒性ガス
	Ｌ１
	Ｌ２

	酸　素
	Ｌ２
	Ｌ３

	その他
	Ｌ３
	Ｌ４

















（記載例）
・第一種保安物件～対象となる保安物件（○○小学校）
法定　　　ｍ、実測　　　ｍ
・第二種保安物件～対象となる保安物件（○○住宅）
法定　　　ｍ、実測　　　ｍ
	事業所付近状況図に明示
	○
	○
	○
	○

	
	準用
容器置場
	第六条第一項第四十二号イ、ロ及びホからヌまでの基準に適合すること。
	
	
	
	
	

	
	準用6条1項42号
イ　警戒標
・例示基準1
	・容器置場の出入口、近接又は立ち入ることができる場所の周辺で外部から見やすい場所に掲げること。この場合、近接又は立ち入りできる方向が数方向ある場合には、そのそれぞれの方向に対して掲げること。
	配置図及び構造図添付
	○
	○
	○
	○

	
	準用6条1項42号
ロ　階数の制限
	・可燃性ガス及び酸素の容器置場は１階建てとする。
ただし、圧縮水素（20Mpa以下）のみ又は酸素のみ貯蔵する場合は2階建て以下とする。（不活性ガスを同時に貯蔵は可）
	保安物件の種類及び保安距離を明示
	○
	○
○
	○
○
	○



（貯蔵所・容器接続-3）
	

項号
	項　　　目
	書　類　作　成　要　領　等
	対応状況
	該当ガス種別

	
	
	
	
	毒
	可
	酸
	不

	23条
1項
1号
	準用6条1項42号
ホ．屋根等
・例示基準34
・例示基準35
	・可燃性ガス及び酸素の充填容器置場は、直射日光を遮るための措置をとる。（不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根とする。）
ただし、短期間であれば不燃性又は難燃性のシートで充塡容器を覆うことにより代替できる。
	構造図等添付
	○
	○
	○
	○

	
	準用6条1項42号
ヘ．滞留防止

・例示基準6
	・可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とする。
	対応状況を記載
	
	○
	
	

	
	準用6条1項42号
ト．材料制限

・例示基準36
	・ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場は、当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであること。
ａ．不燃性又は難燃性の材料を使用する。
ｂ．例示基準 35.に規定するシリンダーキャビネットに充塡容器等を収納する。
	構造図等対応状況添付
	○
	○
	
	

	
	準用6条1項42号
チ．除害設備

・例示基準28
・例示基準29
	・特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときに除害するための措置を講ずる。
　例示基準29に掲げられた措置から適切な1又は2以上のものを選んで行う。
	構造図及び吸収剤量計算書添付
	○
	○
	
	

	
	準用6条1項42号
リ．二階建の基準
	・製造細目告示第11条の6
	
	
	○
	○
	

	
	準用6条1項42号
ヌ．消火設備

・例示基準31
（31.5.1）

	・可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
ａ．停滞量 10t（特定不活性ガスにあっては 20t）につき能力単位Ｂ-10 の粉末消火器１個相当以上のものを設置する。
最少設置数量は、能力単位Ｂ-10 消火器3個相当
特定不活性ガスにあっては2個相当　
液化石油ガスのみの容器置場にあっては2個相当
	対応状況を記載
	
	○




○
	○




○
	△





△

	2号
	
	・配管については第六条第一項第十一号から第十三号までの基準に適合する
	
	
	
	
	

	
	準用6条1項11号
耐圧試験
・例示基準7
	・高圧ガス設備は、常用圧力の1.5倍以上の水等を使用した耐圧試験に合格したものを使用する。
・液体を使うことが困難な場合は常用圧力の1.25倍以上。
	
	○
	○
	○
	○

	

	準用6条1項12号
気密試験
・例示基準7
	・高圧ガス設備は常用圧力以上の気密試験に合格したものを使用する。
	
	○
	○
	○
	○

	
	準用6条1項13号
肉厚
・例示基準8
	・配管及び導管の肉厚は例示基準8に示す計算により算定する。
	特定設備、認定設備以外は計算書添付
	○
	○
	○
	○







（３）容器が配管により接続されていない場合　　　（１）共通も適応すること。　　（貯蔵所・容器非接続-2）
	
項号
	項　　　目
	書　類　作　成　要　領　等
	対応状況
	該当ガス種別

	
	
	
	
	毒
	可
	酸
	不

	23条
１項
3号
	準用
	容器が配管により接続されていないものにあっては、第六条第一項第四十二号の基準に適合すること。
	
	
	
	
	

	
	準用6条1項42号
容器置場
イ　警戒標
・例示基準1
	・容器置場の出入口、近接又は立ち入ることができる場所の周辺で外部から見やすい場所に掲げること。この場合、近接又は立ち入りできる方向が数方向ある場合には、そのそれぞれの方向に対して掲げること。  
	配置図及び構造図添付
	○
	○
	○
	○

	
	ロ　階数の制限
	・可燃性ガス及び酸素の容器置場は１階建てとする。
ただし、圧縮水素（20Mpa以下）のみ又は酸素のみ貯蔵する場合は2階建て以下とする。（不活性ガスを同時に貯蔵は可）
	対応状況を記載
	○
	○
○
	○
○
	○

	
	ハ　置場距離
	・容器置場の外面から保安物件に対し次表の保安距離を確保する。
	
	○
	○
	○
	○

	
	[image: ]
	









酸:酸素　毒:毒性ガス　可:可燃性ガス　他:その他
	保安物件の種類及び保安距離を明示
	
	

	

	

	
	ニ．障壁構造
・例示基準22
	・保安距離が不足する場合は、厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の障壁構造とする。
	配置図及び構造図添付
	○
	○
	○
	○

	
	ホ．屋根等
・例示基準34
・例示基準35
	・可燃性ガス及び酸素の充填容器置場は、直射日光を遮るための措置をとる。（不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根とする。）
ただし、短期間であれば不燃性又は難燃性のシートで充塡容器を覆うことにより代替できる。
	配置図及び構造図添付
	
	○
	○
	

	
	ヘ．滞留防止
・例示基準6
	・可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とする。
	対応状況を記載
	
	○
	
	△

	
	ト．材料制限

・例示基準36
	・ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場は、当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであること。
ａ．不燃性又は難燃性の材料を使用する。
ｂ．例示基準 35.に規定するシリンダーキャビネットに充塡容器等を収納する。
	配置図及び構造図添付
	○
	○
	
	

	
	チ．除害設備

・例示基準28
・例示基準29
	・特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときに除害するための措置を講ずる。
　例示基準29に掲げられた措置から適切な1又は2以上のものを選んで行う。
	構造図及び吸収剤量計算書添付
	○
	○
	
	

	
	リ．二階建ての基準
	・製造細目告示第11条の6
	
	
	○
	○
	

	
	ヌ．消火設備

・例示基準31
（31.5.1）


	・可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
ａ．停滞量 10t（特定不活性ガスにあっては 20t）につき能力単位Ｂ-10 の粉末消火器１個相当以上のものを設置する。
最少設置数量は、能力単位Ｂ-10 消火器3個相当
特定不活性ガスにあっては2個相当
　液化石油ガスのみの容器置場にあっては2個相当
	対応状況を記載
	
	○




○
	○




○
	△





△
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Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet.xls
様式

								参考.高圧ガス製造許可等申請書の一覧表 サンコウコウアツセイゾウキョカナドシンセイショイチランヒョウ

				　　　　　　　　　　　　　　対　　象



　　手　　続　　名 ツイゾウテゾクナ								一般則様式番号 イッパンソクヨウシキバンゴウ		第一種製造者 ダイ1シュセイゾウシャ		第二種製造者 ダイ2シュセイゾウシャ		第一種貯蔵所 ダイ1シュチョゾウショ		第二種貯蔵所 ダイ2シュチョゾウショ		特定消費者 トクテイショウヒシャ		販売事業者 ハンバイジギョウシャ		法 ホウ		一般則 イッパンソク		液石則 エキセキソク		ページ

																										条 ジョウ		条 ジョウ		条 ジョウ

				1				高圧ガス製造許可申請書				1		○												5		3		3		様-1		1		1

				2				高圧ガス製造施設等変更許可申請書				4		○												14		14		15		様-5		4		5

				3				高圧ガス製造施設軽微変更届書				5		○												14		15		16		様-6		5		6

				4				第一種製造事業承継届書				3		○												10		9		10		様-3		3		3

				5				製造施設完成検査申請書				13		○												20		31		32		様-14		13		14

				6				高圧ガス製造開始届書				23		○												21		42		42		様-19		23		19

				7				危害予防規程届書				32		○												26		63		61		様-27		32		27

				8				高圧ガス保安統括者届書				33		○		△										27-2		67		65		様-28		33		28

				9				高圧ガス保安統括者代理者届書				37		○		△										33		78		76		様-33		37		33

				10				高圧ガス保安監督者届書				県3 ケン		○												27-2		64				様-39		103		39

				12				高圧ガス保安技術管理者等届書				33-2		○		△										27-2		67,66		65		様-29		33.2		29

				13				高圧ガス保安主任者等届書				34		○												27-3		71		69		様-30		34		30

				14				保安検査申請書				38		○												35		79		77		様-35		38		35

				15				高圧ガス製造施設休止届書				37-2		○												35		79		77		様-34		37.2		34

				16				高圧ガス製造廃止届書				24		○		○										21		42		42		様-20		24		20

				17				高圧ガス製造事業届書				2				○										5		4		4		様-2		2		2

				18				高圧ガス製造施設等変更届書				6				○										14		16		17		様-7		6		7

				19				第二種製造事業承継届書				3-2				○										10-2		9-2		10-2		様-4		3.2		4

				20				第一種貯蔵所設置許可申請書				7						○								16		20		21		様-8		7		8

				21				第一種貯蔵所位置等変更許可申請書				10						○								19		27		28		様-11		10		11

				22				第一種貯蔵所軽微変更届書				11						○								19		28		29		様-12		11		12

				23				第一種貯蔵所完成検査申請書				14						○								20		31		32		様-15		14		15

				24				第一種貯蔵所承継届書				8						○								17		24		25		様-9		8		9

				25				貯蔵所廃止届書				25						○		○						21		43		43		様-21		25		21

				26				第二種貯蔵所設置届書				9								○						17-2		25		26		様-10		9		10

				27				第二種貯蔵所位置等変更届書				12								○						19		29		30		様-13		12		13

				28				特定高圧ガス消費届書				29										○				24-2		53		51		様-23		29		23

				29				特定高圧ガス消費施設等変更届書				30										○				24-4		56		54		様-25		30		25

				30				特定高圧ガス取扱主任者届書				36										○				28		73		71		様-32		36		32

				31				特定高圧ガス消費者承継届書				29-2										○				24-2		54-2		51-2		様-24		29.2		24

				32				特定高圧ガス消費廃止届書				31										○				24-4		58		56		様-26		31		26

				33				高圧ガス販売事業届書				21												○		20-4		37		38		様-16		21		16

				34				販売に係る高圧ガスの種類変更届書				22												○		20-7		41				様-18		22		18

				35				高圧ガス販売主任者届書				35												○		28		72		70		様-31		35		31

				36				高圧ガス販売事業承継届書				21-2												○		20-4-2		37-2		38-2		様-17		21.2		17

				37				高圧ガス販売事業廃止届書				26												○		21		44		44		様-22		26		22

				38				事故届 ジコトドケ				58		○		○		○		○		○		○		63		98		96		様-36		58		36

				39				委　　任　　状				県1 ケン		○		○		○		○		○		○								様-37		101		37

				40				代表者等変更届書				県2 ケン		○		○		○		○		○		○								様-38		102		38

				40.05				保安監督者経歴書				県4 ケン		○																		様-40		104		40

				41				機器一覧表 キキイチランヒョウ				県5 ケン		○		○		○		○		○										様-41		105		41





保安距離

		

										0≦Ｘ＜10000														10000≦Ｘ＜52500																				52500≦Ｘ＜990000																												990000≦Ｘ

																																														30(可燃性ガスの低 カネンセイテイ																								30(可燃性ガスの
低温貯槽にあっては、120) カネンセイテイ

				Ｌ1								12				√		2								3				√		Ｘ+10000														温貯槽にあっては、 オンチョソウ

																										25																						3				√		Ｘ+10000										)

												(16.98）																																				25

																																														20(可燃性ガスの低 カネンセイテイ																								20(可燃性ガスの
低温貯槽にあっては、80)

				Ｌ2								8				√		2								2				√		Ｘ+10000														温貯槽にあっては、 オンチョソウ

																										25																						2				√		Ｘ+10000										)

												(11.32）																																				25

				Ｌ3								16				√		2								4				√		Ｘ+10000																				13+				1																				13+				1

												3														75																														3																								3

												(7.55）																																																(13.34）																								(13.34）

				Ｌ4								32				√		2								8				√		Ｘ+10000																				8+				8																				8+				8

												9														225																														9																								9

												(5.03）																																																(8.89）																								(8.89）





置場距離

		

														障壁 ショウヘキ														有 アリ																												無 ナ

												保安物件 ホアンブッケン																		第一種保安物件に対し ｍ ダイ１シュホアンブッケンタイ														第二種保安物件に対し ｍ ダイ２シュホアンブッケンタイ														第一種保安物件に対し ｍ ダイ１シュホアンブッケンタイ														第二種保安物件に対し ｍ ダイ２シュホアンブッケンタイ

				ガ ス
種 類 タネタグイ								置場面積 オキバメンセキ

																㎡

				酸･他 サンタ								25未満 ミマン																						0														0														0														0

												25以上 イジョウ																		11.25														7.5														22.5														15

				毒･可 ドクカ								8未満 ミマン																						0														0												9		√		2										6		√		2

																																																								(12.73)														(8.49)

												8≦X<25																2.25						√		X						1.5						√		X						4.5						√		X										3		√		X

												25以上 イジョウ																		11.25														7.5														22.5														15





保安体制

				事業所の保安管理組織の形態

				Ａタイプ																Ｂタイプ																				Ｃタイプ																				Ｄタイプ																																														保安統括者等の資格等

																																																																																																														保安統括者														保安技術管理者														保安企画推進員														保安主任者														保安係員														保安監督者

																																																																																																										選任数･届出 センニンスウトドケデ				事業所ごとに１名 ジギョウショメイ														事業所ごとに１名 ジギョウショメイ														事業所ごとに１名 ジギョウショメイ														製造施設の区分
ごとに   １名 セイゾウシセツクブンメイ														製造施設の区分、
直ごとに１名														事業所ごとに
　　　１名以上 ジギョウショメイイジョウ

						保安監督者 ホアンカントクシャ																		保安統括者 ホアントウカツシャ																				保安統括者 ホアントウカツシャ																														保安統括者 ホアントウカツシャ

																																																																																																														代理者 １名														代理者 １名														代理者 １名														代理者 １名														代理者 １名以上 イジョウ														代理者 不要

																																										保安技術管理者 ホアンギジュツカンリシャ																				保安技術管理者 ホアンギジュツカンリシャ																				保安企画推進員																												遅滞なく チタイ														8月～7月分を
遅滞なく ガツガツブンチタイ														8月～7月分を
遅滞なく ガツガツブンチタイ														8月～7月分を
遅滞なく ガツガツブンチタイ														8月～7月分を
遅滞なく ガツガツブンチタイ														届出　指導 シドウ

																																																														保安主任者																																												資格・免状等 シカクメンジョウナド				不　要

 事業所を統括
 管理する者														Ｃタイプ
 甲化、乙化
 甲機、乙機
 液石丙化（液化
 石油ガスのみの
 事業所のみ）

 Ｄタイプ
 　甲機、甲化														所定の資格、経験
 学歴 等														甲化、乙化、
甲機、乙機

 液石丙化（液化
 石油ガスのみの
 事業所のみ)														甲化､乙化､丙化、
甲機、乙機														Ａタイプ

 保安監督者の
 選任基準参照 サンショウ

																						保安係員 ホアンカカリイン																				保安係員 ホアンカカリイン

																																																														保安係員 ホアンカカリイン

																																																																																																										経験 ケイケン				不　要 フヨウ														１年以上の経験														３年から１０年
 以上の経験														１年以上の経験														１年以上の経験														保安監督者の
 選任基準参照

																																																																																																										講習 コウシュウ				再講習　× サイコウシュウ														再講習　× サイコウシュウ														再講習　○ サイコウシュウ														再講習　○ サイコウシュウ														再講習　○ サイコウシュウ														再講習　× サイコウシュウ





フローシート

		

		２－１．高圧ガス製造施設の許可申請手続き

						製造施設設置計画

																		事前打合わせ

																																				保安統括者等選任届

																																		（使用開始までに提出することもできるが、資格
　者を確保しておくこと。）

						製造許可申請
申請手数料

																																				危害予防規程届

																																		（使用開始までに提出することもできるが、資格
　者を確保しておくこと。）

						申請書受理
審査開始																														特定高圧ガス消費届
特定高圧ガス取扱主任者届

																		審査期間 シンサキカン																（使用開始の２０日までに提出することもできるが、
　資格者を確保しておくこと）

						許可

						工事着手

																（土地の造成等製造施設に係る物以外の工事を除く。）

						工事完成																								完成検査等に係る留意事項

																														①		完成検査を受ける前に工事を取りやめた場合
文書で許可申請の取り下げ願いを提出する。
（指令書を添付） テンプ

						完成検査
申請手数料																								②		許可を受けた施設を完成しないうちに一部変更した場合
変更許可を受ける。完成検査証は当該部分を加え１枚とする（完成検査証の分割交付はできない）。完成検査手数料は、両許可を合わせた能力に対応する額となる。

						完成検査
完成検査証交付																								③		将来の変更内容が明確であり、かつ、変更工事が計画的に行われる場合、一括して変更許可申請ができる。
この場合の許可申請手数料は、各段階での処理能力の増加量に対する金額を合算した金額とし、完成検査手数料は、各段階での処理能力の増加量に対する金額とする。

						製造開始

						製造開始届

																																基準維持義務
定期自主検査

						保安検査
申請手数料 ホアンケンサ

																								（原則１年に１回 実施）






